
別紙１                   随意契約をすることができる場合に 

                    該当することの説明書 

 地方自治法施行令第167条の２第１項第２号 

 により随意契約をすることができる場合 
  今回の契約が左に該当すること等の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定の者でなければ供給することができな

いものを調達するとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 調達する財産や役務等の内容及びその特

 殊性 

 

  「モニタリング情報共有システム」は、

緊急時に関係機関が行う放射線モニタリ

ングの情報を共有することを目的に、国が

（公財）原子力安全技術センターに委託し

て開発したシステムであり、著作権は（公

財）原子力安全技術センターが所有する。 

 「岐阜県モニタリング情報共有システム」

は上記システムのうち、岐阜県に係る情報

の収集、蓄積、伝送を行うものである。 

 

 

２ 特定の者以外の者が供給することがで

きないことの説明 

 

  （公財）原子力安全技術センターのみが

システムの正常動作等の確認及び運用中

の不具合に対する速やかなプログラムの

修正をすることができる。 

よって、本業務を行うことが可能な者は

（公財）原子力安全技術センターのみであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。 


